
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

一

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

二

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（

〃

）

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
の
届
出

（

〃

）

�
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
の
届
出

（

〃

）

三

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
の
届
出

（

〃

）

し
ゆ
ん

�
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可

（
水

産

課
）

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

五

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
二
件
）

（
県
民
参
画
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
建

築

課
）

六

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了
（
二
件
）

（

〃

）

教
育
委
員
会
規
則

�
香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
則

七

選
挙
管
理
委
員
会
規
則

�
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程

九

監
査
委
員
規
程

�
香
川
県
監
査
委
員
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程

人
事
委
員
会
規
則

�
香
川
県
人
事
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則

一
〇

地
方
労
働
委
員
会
規
程

�
香
川
県
地
方
労
働
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程

収
用
委
員
会
規
則

�
香
川
県
収
用
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程

�
香
川
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
程

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
規
程

�
香
川
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
規
程

一
一

企
業
管
理
規
程

�
香
川
県
水
道
局
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程

●
香
川
県
告
示
第
八
百
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第９８号

平 成１６年

１２月１０日（金曜日）

告

示

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
八
百
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
百
八
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
百
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

っ
た
。平

成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学

平
成
十
六
年

身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
一
二
一

タ
ー
空
港
通
り

館

十
二
月
一
日

介
護

一
四

香
川
郡
香
川
町
大
野

東
京
都
千
代
田
区
駿

二
五
五
六
―
二

河
台
二
丁
目
九
番
地

三
七
七
〇
一

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

有
限
会
社
す
こ
や
か

平
成
十
六
年

訪
問
介
護

〇
三
三
九
二

す
こ
や
か

代
表
取
締
役

萬
藤
啓
子

十
二
月
一
日

高
松
市
木
太
町
三
七
〇
三

高
松
市
木
太
町
三
七
〇
三

番
地
八

番
地
八

三
七
七
〇
二

有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
ー
ビ

有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
ー
ビ

〃

福
祉
用
具

〇
〇
六
四
四

ス
丸
亀
福
祉
用
具
貸
与
事

ス
丸
亀

貸
与

業
所

代
表
取
締
役

鈴
岡
迪
彦

丸
亀
市
中
府
町
二
丁
目
四

丸
亀
市
津
森
町
一
〇
〇
番

―
三
〇

地
一

三
七
七
〇
七

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
こ

有
限
会
社
山
口
テ
ク
ノ

〃

居
宅
介
護

〇
〇
一
四
八

の
み

代
表
取
締
役

山
口
守
夫

支
援

東
か
が
わ
市
湊
一
一
〇
四

東
か
が
わ
市
湊
一
二
九
九

番
地
二

番
地
一

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

知
的
障
害
者
居
宅
介

社
会
福
祉
法
人
善
通

平
成
十
六
年

知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
二
五
一

護
事
業
所
「
ほ
の
ぼ

寺
市
社
会
福
祉
協
議

十
二
月
一
日

介
護

一
七

の
」

会

善
通
寺
市
文
京
町
二

善
通
寺
市
文
京
町
二

丁
目
一
番
四
号

丁
目
一
番
四
号

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

児
童
居
宅
介
護
事
業

社
会
福
祉
法
人
善
通

平
成
十
六
年

児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
二
五
一

所
「
ほ
の
ぼ
の
」

寺
市
社
会
福
祉
協
議

十
二
月
一
日

一
六

善
通
寺
市
文
京
町
二

会

丁
目
一
番
四
号

善
通
寺
市
文
京
町
二

丁
目
一
番
四
号

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
一
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

し
ゆ
ん

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
丸
亀
市
建
設
経
済
部
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
十
年
間
閲

覧
に
供
す
る
。

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

事
業
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

変
更
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

平
成
十
六
年

身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
二
六
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

き
市
社
会
福
祉
協
議

十
一
月
一
日

介
護

一
六

協
議
会

会

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

五
〇
―
一

八
八
―
一

（
変
更
後
）

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会
福
祉
の
里

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇

五
〇
―
一

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

事
業
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

変
更
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
二

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

平
成
十
六
年

知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
二
六
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

き
市
社
会
福
祉
協
議

十
一
月
一
日

介
護

一
五

協
議
会

会

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

五
〇
―
一

八
八
―
一

（
変
更
後
）

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会
福
祉
の
里

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇

五
〇
―
一

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

事
業
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

変
更
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

平
成
十
六
年

児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
二
六
一

さ
ぬ
き
市
社
会
福
祉

き
市
社
会
福
祉
協
議

十
一
月
一
日

一
四

協
議
会

会

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八

五
〇
―
一

八
八
―
一

（
変
更
後
）

社
会
福
祉
法
人
さ
ぬ

き
市
社
会
福
祉
協
議

会
福
祉
の
里

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇

五
〇
―
一

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

三



平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

し
ゆ
ん

一

竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
二
日

し
ゆ
ん

二

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

丸
亀
市

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号

丸
亀
市
長

新
井
哲
二

三

埋
立
区
域

１

位
置

丸
亀
市
本
島
町
笠
島
字
西
ノ
浦
七
三
一
番
、
字
城
根
三
七
四
番
七
、
三
七
四
番
六
及
び
三
四
五
番

四
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
�
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
�
の
地
点
と
�
の
地

し
ゆ
ん

点
を
結
ぶ
昭
和
五
十
年
十
二
月
十
五
日
付
け
四
九
水
Ａ
第
三
七
六
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と

公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
三
・
二
一
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
、
�
の
地
点
と
�
の
地

点
を
結
ぶ
平
成
九
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
三
・
二
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面

と
陸
域
と
の
境
界
線
、
�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ
昭
和
五
十
七
年
三
月
十
八
日
付
け
五
七
水
Ｂ

し
ゆ
ん

第
一
四
二
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
三
・
二
一
メ
ー

ト
ル
に
よ
り
決
定
）
、
�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
九
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋

三
・
二
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
域
と
の
境
界
線
、
�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ

し
ゆ
ん

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日
付
け
一
五
土
監
第
一
三
七
九
六
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有

水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
三
・
二
三
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点

三
等
三
角
点
高
無
坊
（
北
緯
三
四
度
二
三
分
三
三
・
五
二
二
秒
、
東
経
一
三
三
度
四

六
分
四
〇
・
九
八
九
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
六
四
度
一
七
分
五
一
秒
、

七
六
四
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

	
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
〇
度
四
八
分
一
〇
秒

七
二
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点



の
地
点

	
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
一
九
分
三
〇
秒

三
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点



の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
二
二
分
二
三
秒

一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
一
二
度
〇
六
分
〇
九
秒

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点


の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
四
二
分
〇
一
秒

五
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点


の
地
点
か
ら
二
九
度
二
一
分
一
七
秒

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
四
三
分
三
一
秒

一
九
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
一
一
度
四
五
分
四
三
秒

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
一
度
〇
一
分
〇
三
秒

五
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
一
度
三
七
分
三
六
秒

〇
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
四
八
分
〇
八
秒

三
〇
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
四
一
分
二
〇
秒

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
五
四
分
一
五
秒

八
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
度
〇
六
分
五
三
秒

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
一
度
一
一
分
〇
八
秒

七
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
五
八
分
五
八
秒

二
八
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
五
〇
分
一
八
秒

二
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
二
七
分
二
八
秒

一
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
四
七
分
一
〇
秒

一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
四
八
分
二
六
秒

三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
三
〇
度
五
一
分
三
〇
秒

一
三
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
二
四
分
二
四
秒

八
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
三
八
度
二
〇
分
五
一
秒

三
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
二
一
分
〇
七
秒

九
九
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
五
度
四
七
分
〇
八
秒

七
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

五
、
四
四
八
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

五

埋
立
免
許
年
月
日
及
び
番
号

１

免
許
年
月
日

平
成
十
年
六
月
二
十
九
日

２

免
許
番
号

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

四



九
水
Ａ
第
一
八
二
号

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
十
三
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

三

指
定
道
路
の
位
置

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
字
石
ヶ
坪
二
一
三
二
―
一
及
び
二
一
三
五
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
二
六
メ
ー
ト
ル

延
長

七
七
・
九
四
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
の
教
育
と
文
化
を
考
え
・
行
動
す
る
会

大
林

成
行

坂
出
市
川
津
町
三
九
二
一
番
地
一

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
自
ら
「
市
民
講
座
」
を
定
期
的
に
継
続
実
施
し
て
い
く
と
共
に
、
坂
出
市
お
よ
び
そ

の
近
隣
市
町
村
の
各
地
域
で
、
子
供
や
大
人
あ
る
い
は
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
教
育
活
動
、
高
齢
者
の

た
め
の
介
護
や
福
祉
活
動
、
伝
統
や
文
化
の
継
承
・
保
存
活
動
、
等
を
通
じ
て
地
域
の
活
性
化
に
努
力

し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
や
個
人
の
連
携
を
取
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
支
援
し
、
明
る
く
、
生
き

生
き
と
し
た
地
域
の
創
成
を
通
じ
て
地
域
全
体
の
活
性
化
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
一
月
三
十
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
ぴ
ね
す
・
ま
ん
の
う

内
海

光
子

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
一
〇
八
番
地
三

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
、
要
介
護
者
に
対
す
る
通
所
介
護
及
び
居
宅
介
護
支
援
等
の
在
宅
介
護
事
業

を
行
い
、
地
域
と
社
会
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
能
力
の
維
持
発
展
に
寄
与
し
、
暮
ら
し
や
す
い
町
づ
く

り
の
推
進
と
高
齢
社
会
の
創
造
及
び
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
貢
献
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
七
年

一
月
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

五



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
六
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
山
北
町
字
池
田
三
一
一
―
二
、
同
市
田
村
町
字
道
東
一
六
九
五
及
び
一
六
九
六
―
一

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

観
音
寺
市
本
大
町
一
五
四
一
―
三

株
式
会
社
三
協

代
表
取
締
役

吉
田
孝
一

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
六
八
―
一
、
四
二
六
八
―
二
及
び
四
二
六
九
―
二

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
田
村
町
四
四
一
―
一

株
式
会
社
新
光
住
建

代
表
取
締
役

松
本
敏
盟

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
八
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
山
北
町
字
池
田
三
一
一
―
二
、
同
市
田
村
町
字
道
東
一
六
九
五
及
び
一
六
九
六
―
一

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
三
・
九
五
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
山
北
町
字
池
田
三
一
一
―
二
の
一
部
、
同
市
田
村
町
字
道
東
一
六
九
五
の
一
部
及
び
一
六

九
六
―
一
の
一
部

２

排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
二
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
山
北
町
字
池
田
三
一
一
―
二
の
一
部
、
同
市
田
村
町
字
道
東
一
六
九
五
の
一
部
及
び
一
六

九
六
―
一
の
一
部

排
水
管
（
直
径
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
山
北
町
字
池
田
三
一
一
―
二
の
一
部
、
同
市
田
村
町
字
道
東
一
六
九
五
の
一
部
、
一
六
九

六
―
一
の
一
部
及
び
同
地
先
市
道

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

観
音
寺
市
本
大
町
一
五
四
一
―
三

株
式
会
社
三
協

代
表
取
締
役

吉
田
孝
一

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
九
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

琴
平
町
土
地
改
良
区

か
ん
が
い
排
水
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）

塚
狭
地
区

琴
平
町
農
政
課

〃

か
ん
が
い
排
水
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）

一
の
股
地
区

〃

〃

か
ん
が
い
排
水
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）

川
向
地
区

〃

〃

か
ん
が
い
排
水
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）

白
川
股
地
区

〃

〃

か
ん
が
い
排
水
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）

錨
子
地
区

〃

〃

農
道
整
備
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
）
横
瀬

地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）
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（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
六
八
―
一
、
四
二
六
八
―
二
及
び
四
二
六
九
―
二

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
六
四
・
五
六
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
六
八
―
二
の
一
部

道
路
（
有
効
幅
員
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
七
・
七
四
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
六
八
―
二
の
一
部
及
び
四
二
六
九
―
二
の
一
部

２

排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
六
二
・
九
五
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
六
八
―
二
の
一
部

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
田
村
町
四
四
一
―
一

株
式
会
社
新
光
住
建

代
表
取
締
役

松
本
敏
盟

香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
教
育
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等
に
つ
い
て
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
則
に
特

別
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

教
育
委
員
会
等

香
川
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
教
育
委

員
会
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
関
し
教
育
委
員
会

に
置
か
れ
る
機
関
又
は
こ
れ
ら
の
機
関
の
事
務
を
処
理
す
る
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
二
条
第
三

号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

二

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

三

電
子
証
明
書

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

ロ

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
等
を
行
う
者
又
は
教
育
委
員
会
等
が
電
子
署
名
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と
同

等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
教
育
委
員
会
等
が
定
め
る
も
の

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
三
条

電
子
情
報
処
理
組
織
（
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、
教

育
委
員
会
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
等
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
べ
き
事
項
又
は
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら

教
育
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

七



な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
て
教
育
委
員
会
等
の
定

め
る
も
の
を
講
ず
る
と
き
又
は
県
の
機
関
が
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
教
育
委
員
会
の
定
め
る
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
教
育
委
員
会
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申

請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
送
信
し
、
及

び
教
育
委
員
会
等
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
又
は
当
該
書
面
等

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

他
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
同
一
内
容
の
書
面
等
を
複
数
必
要
と
す
る
申
請
等
（
副
本
又
は
写
し
を
正

本
と
併
せ
必
要
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
た
と

き
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
必
要
な
数
の
書
面
等
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

教
育
委
員
会
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
場
合

申

請
等
を
行
う
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の
氏
名
、
住
所
、
性
別
又
は

生
年
月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
添
付
を
求
め
て
い
る
も
の

二

申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
場
合

申

請
等
を
行
う
者
に
係
る
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の
名
称
、
所
在
地

又
は
代
表
者
の
氏
名
若
し
く
は
資
格
を
確
認
す
る
た
め
に
添
付
を
求
め
て
い
る
も
の

三

申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
前
条
第
二
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
場
合

申

請
等
を
行
う
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の
氏
名
、
住
所
、
性
別
若
し

く
は
生
年
月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
添
付
を
求
め
て
い
る
も
の
又
は
登
記
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本

で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の
名
称
、
所
在
地
若
し
く
は
代
表
者
の
氏
名
若
し
く
は
資
格
を
確
認

す
る
た
め
に
添
付
を
求
め
て
い
る
も
の

四

電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
登
記
情
報
（
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
情
報
を

い
う
。
）
の
利
用
を
教
育
委
員
会
等
に
依
頼
す
る
場
合

当
該
登
記
情
報
に
係
る
登
記
簿
の
謄
本
又

は
抄
本

五

申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
財
務
諸
表
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
、
商
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

法
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
日
か

ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
不
特
定
多
数
の
者
が
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く

場
合

当
該
財
務
諸
表
等

六

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合

教
育
委
員
会
が
定
め
る
書
面
等

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第
四
条

教
育
委
員
会
等
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
申
請
等
に
対
す
る
処
分
通
知
等
を
行
う

場
合
に
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
あ
ら
か
じ
め
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
受
け

る
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
を
除
き
、
こ
れ
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
教
育
委
員
会
等
は
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
あ
ら
か
じ

め
当
該
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
受
け
る
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
こ
れ
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

教
育
委
員
会
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書

面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
教
育

委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
、
処
分
通
知
等
を
行
う

も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
等
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署

名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
同
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
の
機
関
に
対
す
る
処
分
通
知
等
を
教
育
委
員
会
の
定
め
る
情
報
処
理
シ
ス

テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

教
育
委
員
会
等
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
記
録

さ
れ
た
事
項
を
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
記
録
し
な
い
と
き
そ
の
他
教
育
委
員
会
等
が
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
書
面
等
に
よ
り
当
該
処
分
通
知
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

第
五
条

教
育
委
員
会
等
は
、
書
面
等
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

八



れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
、
教
育
委
員
会
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
当
該
事
項
を
表
示
す

る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
備
え
置
く
方
法
に
よ
り
縦
覧

等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
六
条

教
育
委
員
会
等
は
、
書
面
等
の
作
成
等
に
代
え
て
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
等

を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
等
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
七
条

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置

で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
併
せ

て
送
信
す
る
こ
と
、
若
し
く
は
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
又
は
県

の
機
関
が
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
教
育
委
員
会
の
定
め
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行

う
こ
と
と
す
る
。

２

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
併
せ
て
電

子
情
報
処
理
組
織
に
係
る
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
こ
と
、
又
は
県
の
機
関
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
教
育
委
員
会
の
定
め
る

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

３

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
併
せ
て
記

録
す
る
こ
と
、
又
は
教
育
委
員
会
の
定
め
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
作
成
等
を
行
う
こ
と
と

す
る
。

（
補
則
）

第
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
則
第
四
号

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
則
に
特
別
の
定

め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
六
年
香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
監
査
委
員
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌

田

守

恭

同

名

和

基

延

同

石

川

�

治

同

広

瀬

員

義

香
川
県
監
査
委
員
規
程
第
二
号

香
川
県
監
査
委
員
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程

１

香
川
県
監
査
委
員
規
程
の
規
定
に
よ
り
香
川
県
監
査
委
員
に
対
し
て
行
い
、
又
は
香
川
県
監
査
委
員

選
挙
管
理
委
員
会
規
則

監
査
委
員
規
程

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

九



が
行
う
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の

例
に
よ
る
。

２

香
川
県
監
査
委
員
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
程
に
特
別
の
定
め

の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
六
年
香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
人
事
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

香
川
県
人
事
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

香
川
県
人
事
委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
則
に
特
別
の
定
め
の

あ
る
も
の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
地
方
労
働
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長

細

川

進

香
川
県
地
方
労
働
委
員
会
規
程
第
一
号

香
川
県
地
方
労
働
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程

１

香
川
県
地
方
労
働
委
員
会
規
程
の
規
定
に
よ
り
香
川
県
地
方
労
働
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
に
対
し
て
行
い
、
又
は
委
員
会
が
行
う
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
香
川
県

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

２

委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
も

の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年

香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
収
用
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
収
用
委
員
会
会
長

堀

井

茂

香
川
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

香
川
県
収
用
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

香
川
県
収
用
委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
則
に
特
別
の
定
め
の

あ
る
も
の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会
規
則

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程

人
事
委
員
会
規
則

地
方
労
働
委
員
会
規
程

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

一
〇



香
川
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

高

橋

昭

香
川
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
第
一
号

香
川
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
程

１

香
川
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
の
規
定
に
よ
り
香
川
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
い
、
又
は
委
員
会
が
行
う
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
香

川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第

一
号
）
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

２

委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
も

の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年

香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長

羽

田

剛

香
川
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号

香
川
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程

１

香
川
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
規
程
の
規
定
に
よ
り
香
川
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
以
下
「

委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
い
、
又
は
委
員
会
が
行
う
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
つ
い

て
は
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川

県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

２

委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
も

の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年

香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
水
道
局
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

香
川
県
水
道
局
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程

水
道
用
水
供
給
事
業
、
工
業
用
水
道
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十

三
年
香
川
県
条
例
第
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ

い
て
は
、
法
令
、
条
例
及
び
他
の
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
規
定
の
例

に
よ
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
業
管
理
規
程

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
規
程

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

一
一
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平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

（
第
九
一
九
二
号
）

一
二


